
被扶養者であるご家族が「就職した」「パート先で被保険者になった」などの場合は、被扶養者ではなくなります。

「被扶養者異動届」に該当する被扶養者の「保険証」を添えて、５日以内に健保組合へ届け出てください。

❶外国に留学する学生
❷海外赴任に同行する家族
❸観光・保養やボランティアなど就労以外の目的で、
一時的に日本から海外に渡航している人
❹海外赴任中に結婚や出産などで身分関係が生じ、
新たな同行家族とみなすことができる人
❺その他、日本国内に生活の基礎があると認められる
特別な事情があるとして健保組合が判断する人

被扶養者が就職して就職先の健康保険の被保険者になったとき
短時間で働く被扶養者がパート先で被保険者になったとき

学生でないこと　 雇用期間が1年以上見込まれること
１週間の所定労働時間が20時間以上　
月の所定内賃金が88,000円以上
勤め先の従業員数が501人以上（労使合意により500人以下でも可）

※60歳以上または障害がある場合は年収が
180万円以上のとき（老齢年金、障害年金、
遺族年金を含む）

※65～74歳の方が一定の障害があると認定
され、後期高齢者医療制度の被保険者に
なったときも同様

ご家族（被扶養者）が就職されたときなどは
健保組合まで届け出てください！

春は環境の変わりやすい季節です

こんなときは、被扶養者ではなくなりますのでご注意ください

令和2年4月から

被扶養者の認定要件に
「国内居住」が加わりました

日本国内に生活の基礎があると
認められる場合

別居している被扶養者への仕送
りをやめたとき
仕送り額が被扶養者の収入より
少なくなったとき

被扶養者の年収が130万円※以上、
または被保険者の収入の1/2以上になったとき

配偶者・子・孫・
父母・祖父母・
曽祖父母・兄弟
姉妹以外の親
族（三親等内）
が被保険者と
別居したとき

被扶養者が雇用保険の失業給付
金を受給するようになり、その額
が1日当たり3,612円（60歳以
上は5,000円）以上のとき

被扶養者が75歳※になり、後期
高齢者医療制度の被保険者に
なったとき

被扶養者が結婚して配偶者の
　被扶養者になったとき

被扶養者と離婚したとき

被扶養者が亡くなったとき

就職した・他の健康保険に加入した 仕送り額が変わった

収入が増えた 別居した

75歳になった その他失業給付金の受給を
開始した

下記すべてに該当する場合は、
パート先で被保険者になる必要があります

　4月1日以降、国内に住所（住民票）がない被扶養者
については、「日本国内に生活の基礎があると認められ
る場合」を除き、被扶養者資格を失いますのでご注意
ください。

就職した・他の健康保険に加入した 仕送り額が変わった

収入が増えた 別居した

75歳になった その他失業給付金の受給を
開始した
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